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【Ⅰ－１ 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の評価 

－①】 

① 地域の救急医療体制における重要な機能を担う 

医療機関に対する評価の新設 
  

第１ 基本的な考え方 

 

地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域

の救急医療体制における重要な機能を担う医療機関について新たな評価

を行う。 

 

第２ 具体的な内容 

 

地域の救急医療体制において一定の実績を有する医療機関について、

適切な労務管理等を実施することを前提として、入院医療の提供に係る

評価を新設する。 

 

（新）  地域医療体制確保加算   520点 

 

［算定要件］ 

（１）救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改

善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関に入院している患者（第１節の入院基本料（特別入院基

本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、地域医療体制確

保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）につい

て、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算

する。 

 

［施設基準］ 

（１）Ａ１００一般病棟入院基本料（地域一般入院基本料を除く。）、Ａ

１０２結核病棟入院基本料（７対１入院基本料及び10対１入院基

本料に限る。）、Ａ１０３精神病棟入院基本料（10対１入院基本料

に限る。）、Ａ１０４特定機能病院入院基本料（７対１入院基本料

及び10対１入院基本料に限る。）、Ａ１０５専門病院入院基本料

（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。）、Ａ３００救

命救急入院料、Ａ３０１特定集中治療室管理料、Ａ３０１－２ハ

イケアユニット入院医療管理料、Ａ３０１－３脳卒中ケアユニッ
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ト入院医療管理料、Ａ３０１－４小児特定集中治療室管理料、Ａ

３０２新生児特定集中治療室管理料、Ａ３０３総合周産期特定集

中治療室管理料、Ａ３０３－２新生児治療回復室入院医療管理料、

Ａ３０５一類感染症患者入院医療管理料、Ａ３０７小児入院医療

管理料（小児入院医療管理料５を除く。）Ａ３１１精神科救急入院

料又はＡ３１１－３精神科救急・合併症入院料を算定する病棟で

あること。 

 

（２）救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリ

コプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。 

 

（３）病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次

の体制を整備していること。 

① 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医

の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための

責任者を配置すること。 

② 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把

握していること。 

③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のため

の委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇

の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、

当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開

催していること。 

④ ③の計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した

上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医

の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするとともに、定期

的に評価し、見直しを行うこと。 

⑤ ③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア～キの項目を踏

まえ検討した上で、必要な事項を記載すること。 

ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役

割分担の具体的内容（例えば、初診時の予診の実施、静脈採血

等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指

導など） 

イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施 

ウ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間

の確保（勤務間インターバル） 

エ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 

オ 当直翌日の業務内容に対する配慮 

カ 交替勤務制・複数主治医制の実施 
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キ 育児・介護休業法第23条第１項、同条第３項又は同法第24条

の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用 

⑥ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を

当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。 

 

 

 

【参考】 

※ 救急病院等における勤務医の働き方改革への特例的な対応について 

○ 令和２年度の診療報酬改定においては、過酷な勤務環境となって

いる救急医療体制における重要な機能を担う医療機関（具体的には

年間救急車等受入2,000台以上）について、地域医療の確保を図る

観点から評価を行うことを検討。 

〇 一方、地域医療介護総合確保基金においては、診療報酬の対象と

ならない医療機関（Ｂ水準相当）を対象として、地域医療に特別な

役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関について、

医師の労働時間短縮のための体制整備に関する支援を行う。 

 


